
射水市教育委員会４月定例会次第 

 

日 時 令和２年４月２４日（金） 

午前１０時００分から 

場 所 本庁舎４階会議室４０１ 

 

 

 

 

 

１ 会議録の承認  

 

２ 各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る対応について      資料１ 

（２）令和２年度教育委員会主要事業について              資料２ 

（３）小・中学校児童生徒（見込）数について（学校教育課）       資料３ 

（４）埋蔵文化財整理室移転整備事業について（生涯学習・スポーツ課）  資料４ 

（５）社会教育委員の委嘱について（生涯学習・スポーツ課）       資料５ 

（６）射水市スポーツ推進審議会委員の任命について（生涯学習・スポーツ課）資料６ 

（７）令和２年度射水市教育センター事業計画について（教育センター）  資料７ 

（８）教育委員会行事予定（現在のところ５月,６月の主な行事は未定） 

 

３ その他 

 

※ 次回教育委員会の開催日時について  

 ５月定例会 ５月２８日（木） 午後２時から 本庁舎会議室４０１ 
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る射水市教育委員会の対応 

について 

 

【小中学校への対応について】 

１ 臨時休業について 

 富山県において、去る４月１６日に政府から全国を対象とした緊急事態宣言が発令

され、４月１７日から５月６日まで、緊急事態措置をすべき期間とされたところであ

る。 

本市においては、複数の学校区で感染者が発生していることを鑑み、また今後も県

内における感染拡大が懸念されていることから、児童・生徒の安全確保や感染拡大の

抑制、保護者の不安感の解消等を考慮し、臨時休業を次の期間まで延長する。 

 

  〇 臨時休業期間  ４月２５日(土)から５月６日(水)まで 

    なお、臨時休業の期間は今後の感染状況等により変更する場合がある。 

※ 当初臨時休業期間は、４月１３日（月）から２４日（金）まで 

 

２ 臨時休業中の措置 

（１）部活動等の対応 

臨時休業期間中の部活動は中止し、スポーツ少年団においては活動の自粛の要

請を行う。 

（２）児童への対応 

学校の自主学習教室を午前８時３０分から午後３時まで開催する。放課後児童

クラブの開設時間等については各放課後児童クラブの実情に応じて開設するもの

とする。 

（３）児童生徒の家庭学習への対応 

児童生徒の家庭学習をサポートするため、文科省の「子供の学び応援サイト」

や県の「きときと とやまっ子学習応援サイト」の活用を促すほか、各学校のホ

ームページや射水 CATVの番組に教職員が作成する（仮）家庭学習支援動画の掲載

を検討する。 

また、感染状況を踏まえ、登校日は設定しないが、家庭訪問や電話等で学習状

況の把握と指導等に努める。 

 

資料１ 



 

 

2 

 

（４）教職員の在宅勤務の実施（４月２０日から５月６日まで） 

臨時休校期間中は、教職員を介しての感染防止及び学校機能の維持のため、班

体制の在宅勤務に移行した。（個人情報の持ち出し業務を不可とし、成果物を提出

する。） 

   ※文科省通知「新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための出勤者の削減

について」 

 

３ 学習時間の確保及び学校再開に向けた措置（案） 

（１）学習時間の確保について 

現時点で臨時休業日が 14日である。（10日+４日）学校に多くの人が集まる行

事や貸し切りバス等を利用するものを中心に学校行事を以下のように見直した。 

＜取りやめる行事＞ 授業参観、校外学習、宿泊学習 連合運動会(小) 

＜延期する行事＞ 運動会(小)、修学旅行(中)、14歳の挑戦(中) 

   夏休み期間の期間を現時点で以下のように短縮する。 

    １学期終業式 ７月 22日→８月 ５日 (８日) 

    ２学期始業式 ９月 １日→８月 24日 (６日) 

（２）学校再開に向けて 

学校再開にあたっては以下の点に十分に配慮する。 

・家庭と連携した毎朝の検温及び健康観察 

・手洗いや咳エチケット(マスクの奨励)の徹底 

・十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるよう指導 

・「３つの密」が同時に重なることを徹底的に回避する 

・人権尊重の立場に立ち、思いやりの心をさらに育む指導・支援 

・登校に対する不安や基礎疾患のある児童生徒については保護者の判断により

「出席停止」の取り扱いとする。 

 

【社会教育・体育施設への対応について】 

１ 臨時休館について 

  これまでのトレーニング室等屋内体育施設に加え、全施設を臨時休館とする。 

期間 ４月１７日（金）から５月６日（水）まで 

・図書館（４施設） 

・新湊博物館 
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 ・全体育施設（体育館、テニスコート、パークゴルフ場、弓道場、グラウンド、プ

ール、野球場、サッカー場、相撲場等） 

・学校体育施設（体育館・グラウンド） 

 

【中止・延期する主な事業（予定）】 

１ 学校関連事業 

 ・いみず鳳雛きらめき塾事業               夏休み期間中 中止           

 

２ 文化・スポーツ関連事業 

・富山湾岸サイクリング 2020               ４／１２（日）中止 

 ・射水市スポーツフェスタ総合開会式（親子で学ぶ論語塾） ４／１９（日）中止 

 ・全日本相撲個人体重別選手権大会            ５／１７（日）中止 

 

【射水市奨学資金について】 

１ 射水市奨学資金返還猶予について 

 奨学資金の返還者（２６名）に対し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済困難

者救済措置として、射水市奨学資金規則に基づき、奨学資金の返還を２年間猶予する。 

 ※射水市奨学資金規則第１７条（奨学資金返還の免除及び猶予） 

  奨学生又は奨学生であった者が奨学資金の返還完了前に、死亡したとき又は心身

障碍者となったときその他市長が特別の事情があると認めたときは、返還額又は返

還未納額の全部若しくは一部について、返還を免除し、または猶予することがある。 

 




















